
議事（１） 男女共同に関する各種アンケート集計・分析結果等について

　

① 性自認（心の性）について、男性 589人（51.0％）、

女性 542人（47.0％）、その他 23人（２％）
②「小学生の頃から既に女性の保護者も働いている」（76.9%）

③ 小学生の頃、育児について、主に女性の保護者が行う

（56.1％）、両者で協力（35％）、主に男性の保護者（1.6％）

④ 小学校から高校までで「男女共同参画」について学習した機会あ

り（57.4％）。うち、理解できた20.4％、ある程度理解できた56.6%

◆用語の認知度

①「ジェンダー」「ＤＶ」「ダイバーシティ」「ＬＧＢＴ」につい

て、７割以上が「知っている」または「聞いたことがある」

② 認知度が低かったのは、「ポジティブ・アクション」

（0.4%）、「ワーク・ライフ・バランス」（1.3%）、

「アンコンシャス・バイアス」（6.9%）と続く

◆男女平等感

①「学校生活」において男女平等と感じている割合 44.2％

「家庭生活」においては、47.5％

②「法律や制度」においては、男女平等と感じてい

る割合が下がり（31.6%）、「社会全体」に対しては、

さらにその割合が下がる（21.8%）

◆固定的性別役割分担

①「男女とも役割分担して積極的に家事に関わるべき」について、

男性の約86％、女性の約93％が、「そう思う」または

「（どちらかと言えば）そう思う」と回答

②「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」については、全体の８

割超が「そう思わない」または「（どちらかと言えば）そう思

わない」

① 女性が職業を持つことについて男女ともに６割超が賛成

② ずっと職業を持ち続ける方がよい理由としては、多い順に、

「経済的な自立」（46.2%）、「能力を活かしたほうがよい」

(27.3%)、「社会とより関われる」(17.6%)など

③ 将来家庭を持ったら、家事・育児とも「夫と妻で分担」との

回答が、男女いずれにおいても、およそ９割

④ 将来、子どもを持った場合、子育ての方針としては、「男ら

しさ、女らしさにとらわれず、その子の個性を尊重して育て

る」が約７割、「男らしく、女らしく育てる」が約１割
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（従業員10人以上の市内事業所1,264事業所。回答数179件）

① 性自認（心の性）について男女比ほぼ同じ。「その他」が５人（0.6％）

② 年代は、10代 4.5％、20代 11.4％、30代 12.8％、40代 22.6％、50代

29.8％、60代 12.8％、70代以上 6.0％ （回答者の職業：公務員が４割）

③ 同居者について、配偶者と同居（65.4％）、息子・娘と同居（56.2％）、自

分の親と同居(22.1％）、同居者なし（一人暮らし）（14.1%）

◆用語の認知度

①「DV」が最も高く「内容までわかる」が91％。その他、「ジェンダー」

「ワーク・ライフ・バランス」「LGBTQ」等、全体的に認知度は高い。

一方、「ポジティブ・アクション」、「アンコン」等、認知度低い。

◆家庭参画

② 食事、掃除、洗濯などは女性（妻・母）主体。子育てや地域活動は、男性

（夫・父）の関与あり。家事の男女協力は進んでいるものの、依然、負担偏り

◆結 婚

③ 全体では８割超が「結婚は個人の自由なのでしてもしなくてもよい」（男性

より女性にその意識が顕著に見られる）年代別では１0代～30代により浸透

◆子育て

④ 親が希望する子どもの最終学歴：大学進学が最多。男女ともおよそ65％

◆仕 事

⑤ 回答者の就業率：全体で82.8％（男性88.6％、女性77.2％）

⑥ 女性が「生涯にわたって仕事をすること」に肯定的（63.6％）

⑦ 夫婦（パートナー同士）が共に働くためには「育児・介護休業等が容易に取

得できる職場環境」(56.1％）、「柔軟な働き方の導入（52.9％）」「保

育サービス（保育所・学童）の充実」(45.2％)などの意見が多い。

① 女性の社会進出について、やる気と能力があれば社会進出すべき（76.5％)

② 増えた方がよい女性の職業は、「政治家（議員、首長」(59.3％)、「企業の

経営者・管理職」(41.6％)、「公務員の管理職」（31.2％）と続く

③ 女性が社会進出し、男性とともに政策や方針の決定に参画していくには、

「家庭内での役割分担」（56.8％）、「女性の意志決定参画の当たり前化」

（40.1％）、「男性の学ぶ機会の充実」（33.1％）が必要

④ 女性が社会で活躍するには、「男性の家事参加」（64.7％）、「保育サービ

スの充実」（59.5％）「家族の理解と協力」（50.0％）、「男性の意識・

行動変容」（49.1％）が必要。

⑤ 女性が職場で活躍するには「育児・介護両立支援制度」（50.7％）「働きや

すい職場環境整備」（48.5％）、「勤務時間の柔軟化」（44.3％）が必要

◆男性の積極的な家事・地域活動への参加

①「男性の“とも家事”意識の醸成」、「夫婦や家族間での密なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」、

「働き方・休暇制度の充実」が多い

◆男女が生涯にわたり心身ともに健康であるためには

②「ライフステージにあわせた健康づくり」(55.6％)を必要とする意見が多い

◆労働時間・有給休暇

① 1人あたりの直近１ヶ月の平均残業時間は１～９時間が80社（44.7％）

10～19時が52社（29.1％）。残業なし（残業０）も17社（9.5％）

20時間未満で８割以上を占める。60時間以上の事業所なし

② 長時間労働の是正や解消策としては、「身近な上司による声かけ」、「残

業の事前承認」、「会議時間・回数の見直し」などが主な取組として多い

③ 年次有給休暇の取得率は、「50～74％」が82社（45.8％）で最多

④ 有給休暇取得促進の取組としては、「時間・半日単位など柔軟な有給休暇

の取得制度」、「積極的な休暇取得の仕組みづくり」、「身近な上司によ

る声かけ（奨励）」などの導入が多い

◆育児・介護支援

⑤「育児休業」「介護休業」は約９割が就業規則に規定されるも、「看護休

暇（有給）」「介護休暇（有給）」については４割程度の規定率。

なお、規定していなくても、認めている事業所も一定程度あり

⑥ 各休業・休暇の取得は男女ともに取得されているものの、取得状況は、

男性よりも女性の方が多い。特に、育児休業取得率は差が大きい。制度

として利用されているものの、利用は限定的

①「子を出産して産休・育休後に復帰し継続して就業」の事業所は74社

（41.3％）にとどまる。出産や育児を契機に離職の事業所 10社（5.6％）

② 女性活躍推進に係る取組例として、勤務地や労働条件の配慮や研修参加奨

励などの基本的施策は６割以上の事業所で導入

③ 女性活躍推進の課題としては、「家庭生活（家事・育児・介護等）の女

性への負担」が52％と最も多い

また、管理職希望者の少なさや必要スキルをもつ女性人材の不足も目立つ

① 女性活躍推進・ワーク・ライフ・バランスの取組推進にあたり、

市（行政）に望むこととして、「先進企業の取組事例紹介」

「女性活躍・ワーク・ライフ・バランスの各種支援」が多い

① 業種は「建設業」が最も多く53社（29.６％）次いで「製造業」15.1％、

「その他のサービス業」14.5％、「医療、福祉」12.3%と続く

② 経営者の94.4%が男性（169社/179社）

③ 従業員数は「11～30人」が、86社（48.0％）で一番多い

④ 全体の従業員（9,582人）において、男性が5,366人（56％)、女性

が4,171人（43.5％）、その他が45人（0.5％）であった

⑤ 性別によって雇用形態に違いが見られる。男性は正規雇用の割合が高く、

女性は非正規やその他の雇用形態の割合が相対的に高い傾向

⑥ 障害者雇用数121社（67.6％）が採用していない

⑦ 管理職（役員・事業主～係長職）の各階層において、男性がいずれも

75％以上を占める。女性管理職はいずれも２割程度に留まる
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① ワーク・ライフ・バランスについて「管理職・従業員とも理解している」

と回答したのは121社（67.6％）。一方、「“管理職”は、理解してい

る」とする回答も39社（21.8％）あり、管理職層での理解が先行

② 何かしらの取組を行っているのが87社（48.6%）と約半数

③ 具体の取組としては、「休業・休暇の取得促進」や、「時間外労働の削

減」などが中心。その他、「業務改善・人材育成」や「福利厚生」の面の

取組は限定的。また、託児施設設置の普及は進んでいない
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① ハラスメントを「受けたことがある」（37.2％）、「受けたことはないが身

近で見聞きしたことはある（32.8％）。（合わせると、ちょうど70％）

② ＤＶ被害者は全体の10.3％。男性より女性が多く被害を受ける

身近での目撃や認知は全体の34.4％。（性別により経験や認知に差）

③ ハラスメントやＤＶを受けた場合の相談先としては、「職場の同僚や相談窓

口」（57.8%）、「家族」（49.7％）、「友人・知人」（41.0%）が多い

④ 相談しなかった理由としては、「相談しても無駄だと思った」（63.4％）、

「自分さえ我慢すればよいと思った」（33.3％）となっている

⑤ 性別や性的指向に違和感・悩みの経験あり：全体の13.8％

⑥ ＬＧＢＴＱに関する意識啓発や必要な支援については、「気持ち・情報を共有で

きる居場所」（41.7％）、「相談できる窓口の設置」(37.0％)が多い

◆防災 男女共同参画の視点での防災活動に必要なこと

①「女性や乳幼児に配慮した防災マニュアルの整備・避難所設備の確保」

(54.9％)、「防災会議等のの積極的な女性の登用」(35.5％)が多い。
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① ストーカーについて「自分が受けた」（21人、1.8％）、

「身近で見聞きした」（115人、10.0％）

② デートＤＶについては「受けたことがある」は０だったが、

身近で見聞きしたは、64人（5.5％）

③ 直接被害を受けた方の46.4%が親、先生、友達に相談

④ どこ（誰）にも相談しなかった（できなかった）のは23.2％

⑤ 理由として、相談するほどのことではないと思った（56.3％）、

相談しても無駄(31.3%）、自分さえ我慢すればよい(31.3％）

⑥ 体の性、性自認（心の性）、性的指向に違和感・悩み（49人、

4.2%)で、それに対する相談は（18人 *36.7％）に留まる

⑦ 身近に、体の性、性自認（心の性）、性的指向に悩む方を見た

り・聞いたりしたことあるかに対し161人（14.0%）

⑧ 性的少数者の方々に関して、どのような意識啓発や支援策が必

要と思うかについて、「相談窓口の設置」、「居場所づくり」、

「法律・条例の制定」など
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① ハラスメント防止の取組としては、「就業規則等へのハラスメント禁止の

明記」が最多（125社。69.8％）制度面の整備が進む一方で、研修や実

態把握などの実践的取組は少ない

② ハラスメントが起きた時の対応困難な点としては、「ハラスメントかハラ

スメントでないかの線引きが難しい」が最も多い（124社。69.3％）

次いで、「当事者の言い分の食い違いによる事実確認が困難」

（104社。58.1％）と続く
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男女共同参画に関する各種アンケートから見える課題等／第四次いわき市男女共同参画プラン基本目標

◆現状の主なプラスの面

・共働きの環境で育っているため、男女共同参画に対する意識

は既に高い。

・「男女」と分けるよりも、性別にこだわらない「個々の人

間」として見る傾向にあり、発想が柔軟である。

◆主な克服すべき課題等

・男女共同参画について、より一層の学習機会提供（意識啓発）

・性別に対する違和感を解消するため、教職員への啓発強化

・社会、地域における差別や格差を解消し、就職や結婚、子育

てに不安なく、多様な選択ができる社会を構築する必要性

・人権侵害・性被害等を受けた場合の相談体制等（被害者支

援）の強化・充実

【自由記述（参考）】

・男性からしても女性の立場がまだまだ弱いと感じるが、身の

回りでも少しずつ進んでいると実感することもある。これか

らさらに男女平等に不安なく生活できるような社会になれば。

◆主な克服すべき課題等

・家事・育児等は女性が担うべきとする意識（風潮）が依然残る

・出産・育児を契機とした女性の離職等が課題（育児介護・仕事の両立

支援制度の周知・活用、柔軟な働き方の普及）

・女性の社会参加推進にあたり「環境整備」と「家族の理解」必須

・女性の能力発揮・キャリア形成を支える環境（女性登用参画の推進）

・女性の活躍推進に向けた支援のより一層の充実

・ハラスメントやＤVなどの被害深刻。相談窓口の周知強化など

・多様な性に関する理解が十分でない。多様性尊重の社会への意識に差

・地域活動、防災分野における男女共同参画の視点がより必要

【自由記述（参考）】

・性別や出生（外国人含む）、職業や年齢に限らず、様々なバックグラ

ウンドを持つ人たちが、共に生きやすいまちになって欲しい。誰かが

何かで困っている時に相談できる場所（ハード面・ソフト面）があっ

て欲しい。手を差し伸べる人がたくさんいる温かいまちであって欲し

い。男女に限らず多様性を受け入れ、伝統を重んじかつ新しい価値観

も理解できるようになってほしい。あらゆる差別がなく、心身とも健

康で、市民がみな共生できるまち。になったら嬉しい。

◆現状の主なプラスの面

・男女共同参画やワーク・ライフ・バランスへの理解度が広がる（行政

や社会的要請による意識向上が伺える）

・有給休暇の取得率向上や日常的な残業抑制の声かけなど、職場意識改

善の取り組みが一定の成果

・ワーク・ライフ・バランスの推進意向は、8割以上の事業所が前向き

・有給休暇取得状況の把握など法令順守や環境整備の面での前進

◆主な克服すべき課題等

・深刻な人手不足、突発的な業務対応などの実務課題が、男女共同参画

やワーク・ライフ・バランスの形骸化、停滞につながる

・ 男性の育児・介護休業取得率低迷や、管理職における女性比率の

低さなど、固定的な性別役割意識や体制面の課題は依然残る

・従業員の離職防止や意欲向上が経営課題

・ハラスメント対策や女性のキャリア形成支援では、相談体制の運用や

目標設定に苦慮する事業所が少なくない

・業種や規模により取組格差あり。中小規模事業所では必要性を理解す

るものの実行が難しいというジレンマ
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１ 男女共同参画の視点に立った慣行の見直しと意識改革

⑴ 男女共同参画推進のための学習機会の充実 （重点施策①）

⑵ 男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進

⑶ メディアにおける男女共同参画の推進

２ 一人一人の個性を尊重した教育の推進

⑴ 学校等における男女共同参画の推進

⑵ 男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進

働
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社
会
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り

【Ⅰ】

反映
第四次プラン（計画の体系）

１ 多様な価値・個性が尊重される社会づくりの推進

⑴ 国際化に対応した暮らしやすい環境づくり

⑵ 多様性に対する理解の促進 （重点施策②）

２ あらゆる暴力の根絶

⑴ 暴力を許さない意識の醸成

⑵ 安心して相談できる体制の充実

⑶ 被害者の自立を支援する環境の整備（重点施策③）

３ 生涯を通した健康支援

⑴ リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）や

性感染症に対する理解の促進

⑵ それぞれのライフ・ステージにお応じた健康の保持増進対策の推進
１ 意思決定過程における女性の参画の推進

⑴ 市の施策・方針決定過程への女性の参画の促進

⑵ 企業、団体、地域等における女性の参画の促進

２ 家庭・地域における男女共同参画の推進

⑴ 家庭における家事・育児・介護等の相互協力の推進

⑵ 多様な人々の視点を生かしたまちづくりの推進

⑶ 災害・防災分野における女性参画の推進（重点施策④）

３ あらゆる分野における女性の参画拡大のための人材の育成

⑴ 女性のエンパワーメントの推進と能力発揮の支援

⑵ 女性の参画を促す支援

【Ⅱ】

【Ⅲ】

【Ⅳ】 １ 女性の活躍のための環境づくり

⑴ 法令等の周知・啓発及び労働問題への対応

⑵ 性による差別を受けない雇用環境づくり

⑶ 女性のキャリアアップの支援

２ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進

⑴ ワーク・ライフ・バランスに関する広報・啓発活動の推進

⑵ ワーク・ライフ・バランスを推進するための環境づくり（重点施策⑤）

反映 反映

いわき市ＤＶ防止基本計画

女性活躍

推進計画
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